
                                                                   

千葉市社会福祉審議会条例（平成１２年千葉市条例第１０号） 

 

 

 （設置）  

第１条  本市は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」とい

う。）第７条第１項及び第１２条第１項の規定に基づき、社会福祉に関

する事項（精神障害者福祉に関する事項を除く。）を調査審議するため、

千葉市社会福祉審議会（以下「審議会」という。）を置く。  

 （組織）  

第２条  審議会は、委員６０人以内で組織する。  

２  特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員

を置くことができる。  

 （委員）  

第３条  委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）市議会議員  

（２）社会福祉事業に従事する者  

（３）学識経験者  

２  委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退い

た後も、同様とする。 

 （任期）  

第４条  審議会の委員の任期は、３年とし、再任を妨げない。ただし、委

員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したと

きは、解任されるものとする。 

 （委員長）  

第５条  審議会に委員長を置く。  

２  委員長は、委員の互選により定める。  

３  委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

４  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職

務を代理する。  

 （会議）  

第６条  審議会は、委員長が招集し、その議長となる。  

２  委員長は、委員の４分の１以上が審議すべき事項を示して招集を請求

したときは、審議会を招集しなければならない。  

３  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができな

い。  



                                                                   

４  委員は、議事につき自己又は自己と密接な関係のある者に直接の利害関係を有す

る場合においては、その審議に加わることができない。 

５  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。  

６  臨時委員は、当該特別の事項について議事を開き、議決を行う場合に

は、前３項の規定の適用については、委員とみなす。  

 （関係者の出席等）  

第７条  審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは

説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

 （専門分科会）  

第８条  法第１１条及び第１２条第２項の規定に基づき、審議会に次に掲

げる専門分科会を置く。  

（１）民生委員審査専門分科会 

（２）身体障害者福祉専門分科会 

（３）高齢者福祉・介護保険専門分科会 

（４）地域福祉専門分科会 

（５）児童福祉専門分科会 

（６）社会福祉法人・施設専門分科会 

２ 前項各号に規定する専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）は、委員長が

指名する委員及び臨時委員で組織する。 

３ 前３条の規定（民生委員審査専門分科会にあっては、第６条第６項の規定を除く。）

は、専門分科会について準用する。この場合において、第５条第１項中「審議会」と

あるのは「専門分科会」と、「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、同条第２項

中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、同条第３項中「委員長」とあるのは「専

門分科会長」と、「会務を総理し、審議会を代表する」とあるのは「専門分科会の事

務を掌理する」と、同条第４項中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、第６条

第１項中「審議会」とあるのは「専門分科会」と、「委員長」とあるのは「専門分科

会長」と、同条第２項中「委員長」とあるのは「専門分科会長」と、「審議会」とあ

るのは「専門分科会」と、同条第３項及び第５項並びに前条中「審議会」とあるのは

「専門分科会」と読み替えるものとする。 

４ 審議会は、その定めるところにより、専門分科会（民生委員審査専門分科会を除く。）

の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

５ 前各項に定めるもののほか、専門分科会の運営に関し必要な事項は、専門分科会長

が委員長の同意を得て定める。 

 （部会） 

第９条 社会福祉法施行令（昭和３３年政令第１８５号）第３条第１項の規定に基づき、



                                                                   

身体障害者の障害程度の審査に関する調査審議のため、身体障害者福祉専門分科会に

審査部会を置く。 

２ 介護保険法(平成９年法律第１２３号)第１１５条の４６第１項に規定する地域包

括支援センター並びに同法第８条第１４項に規定する地域密着型サービス及び同法

第８条の２第１２項に規定する地域密着型介護予防サービスの運営に関する事項を

調査審議するため、高齢者福祉・介護保険専門分科会にあんしんケアセンター等運営

部会を置く。 

３ 児童の処遇に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分科会に処遇検討部会

を置く。 

４ 法第３１条第１項の規定による社会福祉法人の設立（児童福祉に関するものに限

る。）の認可、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児

童福祉施設、同法第３４条の１５第２項の規定により実施される家庭的保育事業等及

び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１

８年法律第７７号）第２条第６項に規定する認定こども園（同条第７項に規定する幼

保連携型認定こども園を除く。）に関する事項を調査審議するため、児童福祉専門分

科会に設置認可部会を置く。 

５ 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教

育・保育施設、同法第２９条第３項第１号に規定する特定地域型保育事業所、同法第５９

条に規定する地域子ども・子育て支援事業（同条第２号、第５号、第６号及び第９号から

第１２号までに掲げるものに限る。）並びに児童福祉法第６条の３第９項から第１２項ま

で及び第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であって認可を受けていないも

の（認可を取り消されたものを含む。）における死亡事故その他の重大事故についての分

析及び必要な再発防止策を検討するため、児童福祉専門分科会に特定教育・保育施設等重

大事故検証部会を置く。 

６ 第２項から前項までに規定する部会は、委員長が指名する委員及び臨時委員で組織

する。 

７ 第５条から第７条までの規定は、第１項から第５項までに規定する部会（以下「部

会」という。）について準用する。この場合において、第５条第１項中「審議会」と

あるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第２項中「委員長」

とあるのは「部会長」と、同条第３項中「委員長」とあるのは「部会長」と、「会務

を総理し、審議会を代表する」とあるのは「部会の事務を掌理する」と、同条第４項

中「委員長」とあるのは「部会長」と、第６条第１項中「審議会」とあるのは「部会」

と、「委員長」とあるのは「部会長」と、同条第２項中「委員長」とあるのは「部会

長」と、「審議会」とあるのは「部会」と、同条第３項及び第５項並びに第７条中「審

議会」とあるのは「部会」と読み替えるものとする。 

８ 審議会は、その定めるところにより、部会（第１項に規定する審査部会を除く。）



                                                                   

の議決をもって審議会の議決とすることができる。 

９ 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が委員長の同

意を得て定める。 

 （委任）  

第１０条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、委員長が審議会に諮って定める。  

附  則  

１  この条例は、平成１２年４月１日から施行する。  

２  千葉市社会福祉審議会の調査審議の特例に関する条例（平成４年千葉

市条例第１１号）は、廃止する。  

附  則（平成１２年９月２１日条例第５６号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則 

この条例は、平成２２年４月１日から施行する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２６年９月１日から施行する。  

（千葉市社会福祉法人設立等審査委員会設置条例の廃止）  

２  千葉市社会福祉法人設立等審査委員会設置条例（平成２２年千葉市条

例第３４号）は、廃止する。  

（経過措置）  

３  この条例の施行の際現に千葉市社会福祉法人設立等審査委員会設置

条例第３条第２項の規定により任命された千葉市社会福祉法人設立等

審査委員会の委員である者は、この条例の施行の日にこの条例による改

正後の第３条第１項の規定により委嘱され、又は任命された千葉市社会

福祉審議会の委員とみなす。この場合において、その任命されたものと

みなされる千葉市社会福祉審議会の委員の任期は、この条例による改正

後の第４条第１項本文の規定にかかわらず、平成２８年６月７日までと

する。  

４  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総

合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関

係法律の整備等に関する法律 (平成２４年法律第６７号 )が施行される

までの間においては、第９条第４項中「、児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第７条第１項に規定する児童福祉施設及び同法第３４条の

１５第２項の規定により実施される家庭的保育事業等」とあるのは、「及

び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第７条第１項に規定する児



                                                                   

童福祉施設等」とする。  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  

附 則 

（施行期日） 

１  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。  


